大阪府指定出資法人評価等審議会（第９回）
	■とき  令和７年８月1８日（月曜日）13：00 ～ 15：10
■ところ  Web開催
■出 席 者  新井　康平（大阪公立大学大学院　経営学研究科　准教授）　
小沢　貴史（大阪公立大学大学院　経営学研究科　教授）
西川　和予（株式会社　勁草パートナー　中小企業診断士）
山口　朋子（株式会社コングレ　監査役）
米村　紀美（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社　マネージャー）
議　  事　１．指定出資法人の令和６年度経営評価結果について
　　　　　　 （１）（公財）大阪府都市整備推進センター
　　　　　　 （２）大阪府住宅供給公社
（３）大阪モノレール（株）
（４）大阪外環状鉄道（株）
（５）（公財）大阪府保健医療財団
　　　　　２．経営評価制度の課題について



１．指定出資法人の令和６年度経営評価結果について
（１）（公財）大阪府都市整備推進センター
	事務局から、令和６年度の経営評価結果及び指導・助言について説明


委　員：「６．R6年度 経営目標の達成状況」の最重点目標である「密集市街地まちづくり活動の支援実績（老朽建築物除却への支援件数）」とは、何をもって支援件数1件とカウントするのか教えて欲しい。
部　局：法人の活動として出前相談会等を通じて、地域住民の方から寄せられた相談内容を所管市町村へ繋げていくこととしており、その起点となる相談件数を1件とカウントし、累計62件の実績であった。
委　員：実績62件のうち、実際に除却まで進んだ件数などは、数値化されていないのか。
法　人：大阪府密集市街地整備方針に基づき、危険密集の解消に取り組んでおり、令和3年度の方針改定時に、老朽建築物の除却件数のうち約15％が当法人への相談を経て除却されていたことから、60件という目標を設定しており、一定の割合が実際に除却まで繋がるものと考えている。
委　員：除却件数ではなく、相談件数を成果測定指標としている理由は。
法　人：相談を受けたものが実際に除却されるかは所有者に委ねられることになり、当法人が実際に除却をする訳ではないため、当法人が取り組むべき内容として支援件数を目標に設定している。
委　員：成果測定指標の設定自体に問題はないが、法人の支援によって実際に除却が進んでいるかについても、何かしらの記載や説明があると、最重点目標としてはより効果的かと思う。

（２）大阪府住宅供給公社
	事務局から、令和６年度の経営評価結果及び指導・助言について説明


委　員：「６．R6年度 経営目標の達成状況」の「住戸リノベーション実施戸数」は、目標値通りに達成しているが、リノベーションが必要な戸数がちょうど250戸だったのか、それとも本来はもっとあるが、250戸のみ実施したのかどのように考えたらよいか。
部　局：令和4年度に策定した中期経営計画にて、令和13年度までの10年間で2,500戸を実施する計画を立てており、それを単年度で割り戻して年間250戸という目標を設定し、達成している状況である。
委　員：目標戸数として、250戸を設定することは問題ないが、250戸以上に府民や住民等からリノベーションの実施要望がある場合に、中期経営計画の目標通りの250戸のみ実施することで、府民や住民にとって不利益となっていたり、反対に、250戸もリノベーションが必要ないのに過剰に実施されることになっていたりしないか。計画は重要だが、住民の意見が最も重要だと思うので、それを踏まえた上で、250戸という目標値は適切なのか。
法　人：一般的な元に戻すための住戸リノベーションの他に、空き家修繕も実施しており、どちらも計画的に実施していく必要があるため、それぞれのニーズを考えた上でバランスを取りながら実施している。空き家修繕と一般的な住戸リノベーションを比較すると、マンパワーが２倍ほど異なり、空き家修繕を一定数実施していく中で、委託先のマンパワーを勘案すると、250戸は適切であると考えている。
委　員：250戸という目標値が需要と供給や法人のキャパシティを考慮し、今後も目指していく数値と理解した。しかしながら、目標値と同値の実績値が並ぶと、基本的には監査の対象となる。「コミュニティイベントの回数」から下4つの成果測定指標が目標値と同値の実績値になっており、達成が容易な目標値となっていないかという不安がある。例えば、「コミュニティイベントの回数」であれば、何回必要なのか検討した結果で10回を設定したとか、目標値通りだが、各回どのぐらいの参加者数であったのか等、追加で説明があってもよいかと思う。
委　員：令和5年度から令和6年度にかけて職員数がかなり減少しており、今年度も常勤職員が4名減少しているが、職員数を削減していくという経営方針なのか。
法　人：元々、中期経営計画にて事業量に見合った職員定数計画になるよう取り組んでおり、計画通りの減少と考えている。
委　員：「６．R6年度 経営目標の達成状況」の「経常利益」について、昨年度に引き続き令和6年度が目標値7.0億円に対して17.0億円で目標を大きく上回って達成しているが、令和6年度においての増加要因はなにか。設定した目標値が低かったのか。
法　人：一番大きな要因としては、家賃収入の増加があり、その他にも余剰地の上振れや耐震改修の引当金繰入額の減少、銀行等に借換えした際のアレンジメントフィーの減少等の要因により、経常利益が10億円程度増加した。
部　局：次年度の資金計画を立てた上で、その数値を目標設定しているため、必ず達成できる目標を設定している訳ではなく、予定していた事業については着実に実施した上で、上振れ要因があり、目標値を上回っているという現状である。
委　員：令和5年度に続いて、令和6年度についても目標値を大幅に上回った実績となっていて、これまでの説明を受けると最悪のケースを予想して目標を立てているのかという印象を持った。本来は上振れ要因も一定加味して目標設定するものであるかと思う。


（３）大阪モノレール（株）
	事務局から、令和６年度の経営評価結果及び指導・助言について説明


委　員：最重点目標の「事故・重大インシデント『ゼロ』」が、0件であったことはよいが、一般論として、これを目標とすることで、ヒヤリハットの報告や安全に関する提案が組織として出づらくなると言われている。ヒヤリハットの報告や安全に関する提案などがしっかりとなされた上で、重大インシデントは0件であったと説明ができるようなことはあるか。
法　人：ヒヤリハット報告書は規定化して、社内各所に目安箱を設置したりするなどの工夫をしている。また、毎週１回、安全推進室会議を実施し、報告や注意点等が水平展開されるようにしている。
委　員：インシデント0件を目指しつつ、ヒヤリハットの報告やそれに対する対応ができているということへの補足説明があると、職場として安全文化を育成した上で、結果的に0件という目標を達成しているということがわかるので、何か追加の指標等があるとそれらの説明ができるのではないかと思った。
法　人：この点については、鉄道事業者として義務付けされている安全報告書がある。ヒヤリハットの件数や設備更新の内容等を公表しているため、一定のガバナンスは効いているものと考えている。
委　員：「サービス介助士資格の取得」について、人数よりも所属する乗務員の中でどこまでカバレッジできるかという目標の方が正しいのかと思ったが、人数を目標とした理由はなにか。
法　人：前中期経営計画にて、5年間で100％取得するという目標を立てており、毎年度20名ずつで最終年度までに100％を達成するという目標であった。令和6年度に26名が取得し、それをもって係員全員が取得したという結果になっている。
委　員：「５．財務状況」の売上原価の増加要因として、「退職給付年金資産の運用損の計上」とあるが、損が出ないように改善を図るなど、今後何か対応策はあるのか。
法　人：退職給付年金資産については、運用を委託しており、定期的にポートフォリオの関係などを財務担当と協議している。マイナス続きであれば、ポートフォリオの組み替えも必要になるが、今回瞬間的にマイナスになったものの、トータルではマイナスにはなっておらず、今後もマイナスにならないように定期的に協議し、対応しているところ。
委　員：「主な経常費用」の「退職給付費用」について、退職給付年金資産の運用益で賄えない分は、販売費及び一般管理費の中で退職給付費用を計上しているという理解でよいか。
法　人：そのとおり。本来の積立額をもとに、運用益が出ると費用のマイナスとなり、逆に運用損が出ると本来の積立額よりも多くの支払いをする必要があり費用のプラスとなる。
委　員：引当金については、貸借対照表のどの科目に計上されているのか。それとも、貴法人の貸借対照表には計上されないのか。
法　人：簿外になるため、当法人の貸借対照表には計上されていない。

（４）大阪外環状鉄道（株）
	事務局から、令和６年度の経営評価結果及び指導・助言について説明


委　員：目標未達成となった「一般管理費」について、実額で目標設定されているが、現在の物価高騰の状況ではやむを得ない側面もある。今後も物価高騰により一般管理費が増加していくことを考えると、中長期的な計画なら実額ではなく、売上高に占める一般管理費率のような比率で目標設定してもよいかと感じた。
法　人：現在の中期経営計画を策定した当時は、人件費等がそこまで大きく変動しないという予測で一般管理費の実額を設定した。また、補足ではあるが、当社の人事は派遣社員等の人事異動によって人件費の増減がある。これらの点を前提に、近年の状況に合わせて、今後新たな中期経営計画を策定するよう検討していきたい。
委　員：経営目標の「高架下貸付面積率」について、貸付面積が令和５年度から増加してきているが、今後、残りの面積を貸し付けていくうえで、どのような戦略的アプローチをしていくのか。
法　人：貸付可能な高架下面積も少なくなってきており、待っているだけでは進まないが、昨年度、高架下の整備をすることで、貸付が増加した実績がある。そのような賃借人の希望に沿った投資や対応をしていくことで、貸付面積率を増やしていけると考えている。
委　員：経営目標の「一般管理費」と損益計算書の「一般管理費」で約1,000万円の差があるのはなぜか。
法　人：経営目標の数値は、JR貨物線の線路使用に伴う線路保全費や高架下面積の貸付に伴う整備等の事業費などを除外して、純粋に会社にかかる管理経費としているため差が発生している。

（５）（公財）大阪府保健医療財団
	事務局から、令和６年度の経営評価結果及び指導・助言について説明


委　員：成果測定指標について、大腸がんは受診率を、乳がん・子宮がんのセット検診は回数を指標としているが、その理由は。
法　人：乳がん・子宮がんのセット検診は、検診車で市町村に出向いての出張集団検診であり、女性特有のがんにかかる検診の受診者を増やすことを目的として目標設定している。一方、大腸がん検診は検診のレベルを維持する精度管理を目的としており、国で定められた70％という基準を上回る75％の受診率を目標として設定している。
委　員：がん検診はコストがかかるものだが、効率的に実施していくことも重要。現在の成果測定指標は有効性を測るものとなっており、効率性の視点が乏しいことが気になる。がん予防検診事業会計全体の正味財産増減額の指標はあるものの、今後効率的に検診を実施するためにも、検診における効率性を測ることができる指標を設定しても良いかと思う。
法　人：効率性は法人としても重視しており、難しい部分もあるが検討していきたい。
委　員：目標未達成であった「施設におけるがん検診の収益額」について、受診料を上げれば達成できるようにも思うが、受診料はどのように設定しているのか。
法　人：受診料は令和５年に約８パーセント値上げをさせていただいたが、物価・人件費が高騰しており、８パーセントでは吸収できない事態となっている。相手方もあり簡単にはいかないが、他の検診施設が値上げしている状況も鑑み、今後更なる値上げも検討している。
委　員：３．主要事業の概要の事業規模（事業費）の令和４年度・５年度の実績値が昨年度資料から変化しているが、その理由は。過去実績に修正があったのか。
事務局：過去から実績値は収支計算書明細書の事業活動支出の数値を元に記載していたが、当初予算額は正味財産増減計算書の数値をもとに記載しており、不一致が生じていた。収支計算書明細書の事業活動支出の数値は減価償却費等が含まれていないものであり、実績値・当初予算額ともに正味財産増減計算書の数値をもとに記載することとしたもの。
委　員：数値は重要なものなので、資料作成にあたっては注意してほしい。

２．経営評価制度の課題について
	事務局から、経営評価制度の課題について委員に確認


委　員：７月から８月に前年度の経営評価結果にかかる審議をするが、その前の４月から５月頃に当年度の経営目標設定にかかる審議を行っている。時期的な問題等で難しいことは理解しているが、順番を入れ替え、経営評価結果を踏まえて経営目標設定の議論をした方が、より有意義な議論ができると感じる。
事務局：以前にもご意見いただいたことがあるが、法人の決算確定が6月末頃であり、それ以降しか確定した数値を把握できないため、順番を入れ替えることは困難。
委　員：目標設定の際に、財務諸表等が出せないのは仕方ないが、前年度の経営目標に係る達成状況等について、非財務的な指標で確定しているものや各指標の着地予想を示したうえで、当年度の経営目標設定の議論ができればよいのではないか。
事務局：現在の経営目標の審議においても、確定している指標については確定数値を、未確定の指標については、可能な限り実績値に近い見込値を記載するよう調整している。事務局としても、説明の仕方含め、改善できる点がないか検討していく。
委　員：今できる改善を積み重ねていって欲しい。
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